
カ
ン
予
の
永
遠
的
李
古
論
の
牛
面

朝
永
三
十
覧
郎

幽

22；S

　
カ
ン
ト
が
特
に
永
遠
的
寄
子
を
主
題
ご
し
だ
著
述
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
一
七
九
五
年
の
「
永
遠

的
挙
和
の
爲
め
に
蕊
§
9
・
、
暫
・
田
昏
・
・
で
あ
る
が
、
併
し
其
れ
は
唯
永
遠
的
挙
和
を
可
能
に
し
及

び
保
乱
す
べ
き
制
約
（
郎
ち
所
謂
漕
極
的
及
び
積
極
的
制
約
）
を
論
述
し
た
者
で
あ
っ
て
、
壁
織
的
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
其
者
の
哲
學
的
基
礎
づ
け
や
、
其
れ
が
人
間
歴
吏
に
鞭
て
實
現
す
る
仕
」
方
や
は
、
雀
羅
に
於
て
充

分
に
知
る
こ
ご
は
串
來
訟
。
併
し
後
者
、
殊
に
其
第
一
を
知
ら
な
け
れ
ば
カ
ン
ト
の
永
遠
的
李
和

鞍
の
翼
意
義
、
他
の
李
和
論
に
封
ず
る
其
れ
の
特
徴
の
理
解
は
極
め
て
不
完
全
た
る
を
免
が
れ
訟
。

　
李
和
論
の
歴
史
ば
極
め
て
適
い
Q
永
遠
的
爆
弾
の
理
想
、
叉
は
此
理
想
實
現
の
手
段
こ
し
て
の

　
　
　
　
か
ツ
下
の
永
遠
的
華
利
論
の
孚
顧
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
一
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暫
墨
丁
研
究
　
第
山
ハ
輪
州
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

士
際
聯
盟
の
考
案
は
決
し
て
カ
ン
ト
の
創
見
で
は
な
い
。
殊
に
カ
ン
｝
前
の
近
世
に
於
て
は
種

々
の
形
を
以
て
現
は
れ
、
而
し
て
之
に
關
す
る
論
究
や
考
案
中
に
は
頗
る
詳
細
に
亙
っ
た
も
の
が

あ
る
。
古
代
に
於
け
る
、
理
想
を
過
去
の
黄
金
時
代
に
悪
い
π
夢
想
蘭
、
回
顧
的
曾
和
主
義
者
は
暫

　
　
　
　
　
　
　
　
む

く
措
い
て
、
將
來
的
世
界
奉
和
論
の
み
に
当
て
見
て
も
、
其
濫
膓
は
ア
レ
キ
ず
ン
グ
ー
の
世
堺
帝
國

の
建
設
が
嘗
胆
と
な
っ
て
ア
ソ
ス
ト
テ
ヒ
ー
ス
及
び
「
ス
レ
ァ
」
に
既
に
現
は
れ
て
居
る
。
近
世
に

入
っ
て
、
中
世
の
戦
術
に
依
っ
て
暫
く
姿
’
を
潜
め
て
居
だ
挙
和
思
想
は
、
近
世
隊
洲
，
諸
國
家
の
固
定

し
始
め
た
こ
ε
を
機
甲
ε
し
て
新
た
に
蓬
頭
し
始
め
、
ロ
ッ
グ
ル
ダ
ム
の
エ
ラ
ス
ム
ス
先
づ
工
事
に

封
ず
る
戦
’
端
を
開
き
、
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
・
ゲ
ン
プ
ィ
ー
ソ
・
ス
は
・
初
め
て
（
一
五
入
、
入
年
）
國
際
戦
時
法
を
、
フ

ー
ゴ
ー
グ
ロ
ー
・
プ
ィ
ウ
ス
（
一
六
二
五
年
）
は
國
際
法
を
論
述
し
た
。
法
理
筆
者
の
此
の
如
き
考
究
ご

並
ん
で
他
方
今
際
家
の
側
に
於
て
は
、
ア
ン
ー
ー
・
四
世
の
考
案
ご
解
せ
ら
る
、
シ
ュ
リ
ー
の
國
際
聯
盟

の
思
想
が
処
り
、
エ
ス
｝
フ
ァ
ソ
ァ
の
不
和
に
重
て
欧
洲
諸
繭
協
同
の
最
初
の
試
み
が
あ
っ
π
。
　
一

六
九
三
年
ヰ
ァ
ム
・
ペ
ン
李
和
論
を
避
け
に
じ
、
ウ
ト
レ
ヒ
ト
の
和
議
後
一
七
一
三
年
サ
ン
・
ピ
エ
ー

ル
の
李
和
の
提
案
が
現
は
れ
た
。
　
カ
ン
ト
の
李
和
論
は
是
等
の
先
行
者
、
殊
に
ず
ン
・
ピ
エ
ー
ル
の

提
案
に
負
ふ
ご
こ
ろ
が
勘
一
な
ヅ
ε
い
ふ
が
、
併
し
叉
た
是
等
に
増
し
て
重
要
な
特
徴
を
有
っ
て

居
る
。
　
そ
れ
は
即
ち
、
是
等
の
先
行
者
の
或
者
は
實
際
的
立
場
叉
は
功
利
的
見
地
よ
り
し
て
立
論
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し
、
或
者
は
全
部
又
は
一
部
○
。
o
穿
姦
§
o
義
や
戚
惜
的
博
愛
主
義
に
動
か
さ
れ
て
居
る
に
零
し
て
、
カ

ン
ト
は
全
然
實
際
的
立
場
や
功
利
的
見
地
や
O
Q
o
財
≦
弩
ヨ
窪
皿
や
戚
情
的
博
愛
圭
㎜
義
や
を
離
れ
て
、
固

く
自
己
の
型
押
的
立
場
に
立
脚
し
て
純
理
論
的
に
之
を
説
い
て
居
り
、
其
李
和
論
の
凡
て
の
内
容

が
彼
れ
の
哲
學
の
根
本
精
紳
を
以
て
一
貫
し
彼
れ
の
哲
學
の
中
心
概
念
を
以
て
生
命
づ
け
ら
れ

て
居
る
こ
ご
で
あ
る
。
斯
く
て
吾
々
は
、
カ
ン
ト
哲
學
の
全
甲
西
的
結
構
中
に
於
け
る
下
和
論
の

必
然
的
位
概
を
知
ら
ん
が
爲
め
に
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
一
般
受
勲
警
吏
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
李

和
論
の
特
有
の
位
麗
、
其
の
眞
債
ご
特
異
性
ざ
を
知
ら
ん
が
爲
め
に
も
、
之
れ
を
ば
彼
れ
の
他
の
哲

學
思
想
ご
密
接
に
關
聯
せ
し
め
て
考
査
せ
ね
ば
な
ら
諏
。

　
併
し
カ
ン
ト
の
他
の
哲
學
思
想
ご
關
聯
せ
し
め
て
其
下
和
論
を
考
査
す
る
に
嘗
て
二
つ
の
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
っ
た
中
「
心
瓢
が
あ
る
ご
思
ふ
。
　
其
一
は
永
学
的
李
和
の
要
當
問
題
、
他
は
人
聞
歴
史
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

華
甲
實
現
性
ヵ
①
鑑
。
。
鐸
び
ρ
蹄
。
搾
の
問
題
で
あ
る
。
批
判
哲
學
を
一
．
貫
し
た
其
根
本
精
興
を
固
守
す
れ

　
む
　
　

ば
、
要
當
が
唯
一
の
哲
學
問
題
で
あ
っ
て
後
者
は
問
題
で
は
な
い
。
併
し
カ
ン
ト
願
誓
中
に
寧
ろ

傍
系
こ
し
て
存
し
て
居
た
彼
れ
の
歴
史
七
里
思
想
に
於
て
は
此
後
者
が
中
心
問
題
ε
な
っ
て
居

る
。
之
を
カ
ン
ト
の
著
述
に
・
就
て
言
へ
ば
、
第
一
は
「
永
遠
予
土
和
の
誉
め
に
」
を
ば
「
實
践
理
性
批
判
」
、

及
び
嵐
①
5
℃
ゴ
団
。
。
欝
匹
巽
町
暮
。
謬
殊
に
其
第
一
黒
身
0
貯
斎
く
ω
圃
・
。
o
ゴ
。
簿
β
欝
茜
。
。
び
Q
三
＆
o
山
窪
肉
o
o
窪
ω
回
。
ξ
o
（
H
．
δ
。
。
）

　
　
　
㍉
カ
ン
｝
の
永
遽
的
単
麹
論
の
雫
癒
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
胤
甲
研
門
突
　

第
山
ハ
拾
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
’
　
匹

ご
關
興
せ
し
め
て
見
る
も
の
、
で
あ
り
、
第
二
は
之
を
辰
8
鎧
。
貯
興
国
⑳
o
ヨ
。
幽
一
蚕
戸
Ω
o
の
。
鑓
。
露
。
ぎ
≦
〇
一
け
σ
窪
㈹
－

¢
費
9
巽
》
匿
。
窪
（
ぐ
。
・
轟
）
、
及
び
G
9
巽
号
β
Ω
。
ヨ
昏
。
。
嘆
ε
一
。
ぞ
U
霧
ヨ
9
σ
q
略
儀
興
昌
①
9
。
h
豊
幌
賦
槻
ω
。
貫
舅
噴

斜
び
子
鼠
。
唱
言
「
集
Φ
津
9
滋
轟
（
一
δ
ω
）
に
關
面
せ
し
め
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
「
永
遠
的
李
和
の
畳
め
に
」

其
者
に
於
て
は
此
爾
中
心
が
並
立
し
て
、
言
は
い
二
つ
の
焦
黙
を
有
す
る
楕
圓
の
観
を
呈
し
て
居

る
が
、
併
し
カ
ン
ト
の
李
和
倉
の
理
路
を
明
か
に
せ
ん
が
強
め
に
は
此
楕
圓
を
言
は
や
二
つ
の
圓

に
分
解
し
て
別
々
に
考
査
し
、
然
る
後
に
之
を
結
び
付
け
る
こ
ε
が
便
利
で
あ
る
ε
思
ふ
。

　
此
中
心
黙
の
何
れ
に
重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
譲
か
ご
い
ふ
こ
ご
は
研
究
者
の
關
心
に
依
存
す

る
。
批
判
玉
露
の
晶
系
的
結
構
中
に
於
け
る
李
和
論
の
位
麗
、
其
前
歯
血
忌
礎
づ
け
等
の
問
題
に

關
心
す
れ
ば
第
一
の
中
心
黙
を
鐸
ば
ね
ば
な
ら
す
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
歴
三
哲
静
的
思
想
を
尋
究

し
、
且
つ
永
遠
的
李
和
の
歌
態
が
如
何
な
る
仕
方
を
以
て
歴
吏
に
實
現
さ
る
、
か
の
問
題
に
回
心

す
る
者
は
第
二
の
中
心
黙
を
鐸
ぷ
で
あ
ら
う
。
此
一
編
は
前
の
中
心
黙
を
鐸
ん
だ
、
カ
ン
ト
の
卒

素
論
の
掌
面
観
で
あ
る
。
時
事
問
題
ご
關
聯
し
て
我
邦
に
於
て
も
李
和
論
者
ご
七
て
の
カ
ン
ト

の
名
が
屡
々
引
墨
さ
れ
、
其
李
和
論
の
内
容
も
或
程
度
ま
で
紹
介
さ
れ
て
居
る
ご
思
ふ
が
、
此
一
編
．

は
是
等
、
叉
は
他
U
の
カ
ン
｝
の
準
画
論
の
解
説
や
批
評
に
面
し
て
敢
て
新
機
軸
を
撮
さ
う
ご
い
ふ

の
で
は
な
い
。
唯
「
永
遠
の
季
和
の
爲
め
に
」
一
編
を
富
む
何
人
も
知
り
得
る
で
あ
ら
う
其
梗
概
ご
、



カ
ン
ト
哲
學
の
…
般
附
理
解
を
有
っ
て
前
畢
の
漸
落
書
類
を
譲
む
何
人
ご
錐
も
見
逃
さ
諏
で
あ

ら
う
此
挙
和
論
の
意
昧
と
を
、
一
般
伝
書
界
に
紹
介
し
や
う
ご
い
ふ
に
過
ぎ
ぬ
。

口

9．29

　
斯
る
中
心
黙
を
揮
ん
で
見
た
カ
ン
ト
の
永
遠
心
心
和
論
は
其
法
理
哲
學
の
一
部
で
あ
う
、
而
し

て
其
法
理
哲
學
は
書
面
三
哲
二
心
ち
人
倫
學
ω
葺
。
三
〇
ξ
。
の
一
部
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
法

男
2
ぼ
は
錐
嚢
の
入
倫
○
。
律
。
の
桶
部
で
あ
り
、
而
し
て
法
の
完
全
な
る
實
現
は
永
遽
的
階
調
の
状
・

　
　
　
　
　
　
、
、

態
に
於
て
㌧
初
め
て
期
せ
ら
れ
得
る
Q
現
に
彼
れ
は
其
實
践
哲
學
に
關
す
る
最
後
の
著
書
「
人
倫
の

形
而
上
學
』
ソ
富
欝
℃
ξ
。
。
節
焦
興
ω
騨
け
窪
を
ぱ
「
法
理
學
の
形
而
上
學
的
基
礎
」
及
び
「
雲
客
の
形
而
上
学
的

基
礎
」
の
二
部
に
分
ち
、
而
し
て
永
遠
的
李
愚
論
を
以
て
前
者
の
局
を
結
び
、
且
つ
其
れ
が
「
純
紳
な
る

理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
法
理
學
の
全
終
局
目
的
を
構
成
す
る
」
（
を
。
簿
○
罠
が
因
。
。
窪
ω
一
雨
δ
¢
矧
。
。
い
）

マ
」
説
い
て
居
る
。
　
カ
ン
ト
の
乱
雲
雑
慮
和
論
を
二
二
に
理
解
せ
ん
が
爲
め
に
は
其
を
此
關
係
の

中
に
於
て
見
ね
ば
な
ら
鎗
。
殊
に
彼
自
ら
言
っ
て
居
る
様
に
其
れ
は
カ
ン
ト
の
法
理
哲
學
の
「
全

絡
無
目
的
」
で
あ
っ
て
、
全
法
理
哲
學
を
其
背
景
こ
し
て
居
り
、
全
法
理
哲
學
は
之
に
依
て
初
め
て
完

結
す
る
ε
一
言
へ
る
の
で
あ
る
か
。
ら
、
必
要
な
る
程
度
に
於
て
先
づ
法
理
哲
學
を
一
瞥
せ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
カ
ン
塾
の
・
氷
㎞
遠
的
李
瀦
鼠
綱
の
傘
・
薦
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
羅
｝
研
…
究
　

第
山
ハ
拾
勲
観
　
F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晶
ハ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
む
　
　
り

諏
が
、
之
が
畳
め
に
常
に
忘
る
べ
か
ら
ざ
昏
こ
ε
は
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
意
味
に
於
け
る
法
理
卑
語

で
あ
る
ご
い
あ
こ
ご
、
馬
験
的
で
な
く
し
て
「
純
理
性
の
限
界
内
」
に
於
け
る
考
究
で
あ
る
ご
い
ふ
こ

ご
、
問
題
は
法
の
事
實
問
題
ぬ
9
鑑
。
碑
亀
甘
器
で
な
く
し
て
其
の
二
値
問
題
ρ
器
・
。
ぎ
甘
勢
門
勢
で

あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

　
人
間
理
性
は
自
然
的
及
び
人
倫
的
の
二
重
の
立
法
の
淵
源
で
あ
る
Q
悟
性
叉
は
理
論
的
理
性

は
自
然
の
立
法
者
で
あ
り
、
意
志
叉
は
實
践
理
性
は
自
由
の
立
法
者
で
あ
る
。
此
子
種
の
早
期
は

共
に
必
然
性
を
有
す
る
が
併
も
自
然
法
の
其
れ
は
不
可
不
の
意
味
で
あ
る
に
貸
し
て
溢
三
法
の

其
れ
は
當
爲
の
意
味
で
あ
る
。
入
間
の
行
動
は
滋
徳
法
に
合
致
す
る
場
合
も
あ
り
、
然
ら
ざ
る
場

合
も
あ
る
。
前
の
場
合
に
は
行
動
は
合
法
則
三
叉
は
合
義
務
的
℃
簑
畠
9
舘
ω
祠
で
め
る
。
併
し
等

し
く
合
法
則
的
行
動
の
内
に
も
動
機
其
者
よ
り
し
て
合
法
則
的
な
も
の
ご
法
則
を
動
機
ε
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

る
も
の
ご
が
あ
る
。
行
動
が
狭
義
叉
は
嚴
密
な
る
意
味
に
於
て
道
徳
的
ヨ
。
邑
凶
。
。
9
ビ
言
は
れ
得

る
は
輩
に
前
者
、
帥
ち
其
れ
が
法
鋼
三
五
の
爲
め
に
螢
ま
る
、
場
合
、
或
は
法
難
の
奪
敬
ヌ
は
義
務

艶
情
よ
り
滞
る
場
合
の
み
に
限
る
。
後
の
場
合
に
於
て
は
法
則
は
唯
行
動
の
内
容
を
規
定
ゆ
る

の
み
で
あ
っ
て
、
其
形
式
又
は
動
機
を
規
定
せ
ぬ
、
部
ち
法
則
ご
行
動
こ
の
合
致
は
軍
に
外
的
に
愚



　
ぎ
控
室
魚
食
於
て
は
行
動
は
軍
に
愈
椥
⑱
①
σ
・
ρ
量
る
に
止
ま
虚
密
な
る
意
味
に
反
て
溢

　
徳
的
ビ
は
言
へ
訟
。

　
　
此
滋
徳
性
ご
適
法
性
ご
の
匿
胴
は
カ
ン
ト
の
函
嶺
哲
學
の
初
歩
的
知
識
を
有
す
る
者
に
恐
ら
．

　
く
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
法
理
重
縫
は
此
面
別
を
以
て
出
面
す
る
の
で
あ
る
。
薗
由

　
の
法
則
叉
は
入
倫
的
法
則
中
、
行
動
の
嚴
密
な
る
意
昧
に
於
け
る
道
徳
性
を
要
求
す
る
も
の
を
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
γ
ト
は
嚴
密
な
る
意
味
に
於
て
倫
理
的
。
け
三
ω
警
ε
呼
び
童
肥
れ
、
の
軍
な
る
適
法
性
の
み
を
要
求
す

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
る
も
の
を
法
律
的
甘
臨
経
ω
o
げ
ご
呼
ん
だ
。
自
由
の
法
即
は
凡
て
玄
孫
さ
る
べ
き
こ
ε
を
要
求
す
る

　
も
の
、
帥
ち
義
務
で
あ
る
が
、
併
し
其
中
に
は
動
機
又
は
心
術
○
①
終
誤
配
四
の
如
何
に
…
關
係
な
く
軍
に
外

　
的
に
途
行
さ
れ
、
得
る
も
の
こ
、
動
機
叉
は
心
術
に
依
て
の
み
途
行
さ
れ
得
る
も
の
ビ
が
あ
る
。
契

　
約
の
履
行
も
、
隣
人
を
愛
す
る
こ
ビ
も
共
に
自
由
の
法
則
、
帥
ち
義
務
で
あ
る
が
、
併
し
前
者
は
軍
に

　
適
法
的
に
途
行
さ
れ
得
る
に
反
し
て
後
者
は
心
術
に
依
て
の
外
は
血
行
さ
る
、
こ
ε
は
鵠
來
ぬ
。

　
三
曹
は
法
的
法
．
面
罵
o
o
洋
ω
σ
q
①
。
。
Φ
欝
又
は
法
的
義
務
閃
。
。
洋
若
霞
。
ぼ
で
あ
）
、
後
者
は
徳
的
法
則
日
¢
σ
q
窪
㍗

　
鴨
。
。
。
嘗
叉
は
徳
的
義
務
野
口
σ
q
。
民
℃
密
。
窪
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
如
き
法
的
法
翔
の
総
膿
を
法
閃
8
窪

　
ご
、
名
づ
け
る
。
然
ら
ば
此
の
如
き
意
味
に
於
け
る
法
は
如
何
に
し
て
理
性
に
依
て
基
礎
づ
け
ら

職
．
れ
る
か
。

　
　
　
　
　
功
ン
率
の
永
選
酌
単
瀦
論
の
傘
衡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
七
＼
．
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カ
シ
ト
に
於
て
は
法
と
徳
と
が
期
の
如
く
峻
別
さ
れ
る
に
樹
癒
し
て
法
理
哲
學
ご
狡
義
の
遁

徳
上
之
こ
も
亦
た
み
後
者
は
言
々
動
機
又
は
心
術
に
關
係
し
前
者
は
全
然
外
的
行
動
の
み
に
關
係

す
る
ご
い
ふ
意
味
に
於
て
峻
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
又
．
た
一
實
践
忽
諸
の
二
大
部
門
を
構

成
す
る
も
の
ご
し
て
、
同
一
の
實
千
丁
學
の
中
心
概
念
を
中
心
概
念
ビ
し
、
共
通
の
基
礎
ε
し
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
其
中
心
概
念
ε
は
師
ち
人
格
の
旨
由
叉
は
自
律
の
概
念
で
あ
る
。

　
知
㎞
ら
る
、
如
く
カ
ン
ト
は
其
倫
理
學
上
の
凡
て
の
著
書
に
於
て
人
格
の
品
位
を
反
覆
力
説
し
、

之
を
人
倫
的
法
則
の
最
高
原
理
ご
し
た
。
人
格
は
自
己
立
法
的
存
在
者
、
自
律
的
存
在
者
こ
し
て

澱
然
た
る
自
己
目
的
で
あ
っ
て
長
竿
的
に
他
の
者
の
手
段
ご
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
他

の
者
の
手
段
ざ
し
て
用
ゐ
ら
る
、
も
の
は
領
格
は
有
す
る
も
品
位
は
有
せ
訟
。
人
格
は
物
件
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ

輩
に
六
二
の
外
有
せ
ざ
る
に
反
し
て
品
位
を
有
す
る
。
　
吾
々
は
自
　
ら
一
の
人
格
こ
し
て
倣
然
π

る
自
己
目
的
で
あ
る
、
他
の
如
何
な
る
も
の
に
賀
し
て
も
手
段
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
帥
ち

吾
々
が
己
れ
に
議
す
る
義
務
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
ε
共
に
又
π
他
の
人
格
の
品
位
を
奪
重
し
、
如

何
な
る
他
の
人
格
を
も
手
段
ご
し
て
用
み
て
は
な
ら
ぬ
。
　
こ
れ
は
他
に
甥
す
る
義
務
で
あ
る
。

然
る
に
証
會
は
多
薮
の
人
間
よ
う
構
成
さ
れ
、
而
し
て
彼
等
は
、
一
方
斯
る
入
格
の
自
由
ご
品
位
ご



を
維
持
す
べ
き
本
分
を
有
し
な
が
ら
他
方
自
然
状
態
に
於
て
は
春
画
≦
窪
急
『
に
支
配
さ
れ
て
其

自
由
が
互
に
妨
害
さ
れ
る
。
　
從
っ
て
此
「
妨
害
の
抑
制
」
く
色
警
貯
自
。
箋
挿
α
q
o
智
①
ω
顕
汐
調
査
臥
。
・
。
・
霧
が
自
由
の

理
念
の
雨
露
の
必
然
的
制
約
ご
な
る
。
此
妨
害
を
抑
止
し
て
、
一
人
の
氣
随
を
一
般
的
の
自
由
の

法
則
薫
從
ρ
て
閥
他
の
人
の
“
氣
酬
随
臼
と
爾
亡
し
能
は
し
め
る
や
う
な
制
約
の
面
諭
が
法
で
あ
る
（
d
霧

閃
⑦
o
窪
尻
h
巴
。
。
o
日
興
H
言
出
騰
漆
畠
窪
じ
ご
a
管
σ
q
毎
茜
窪
一
§
8
厭
飢
窪
撃
臼
①
≦
崖
一
く
貯
α
①
ω
o
宮
2
ヨ
津
．
α
興
を
凶
管
《
円

山
2
9
＆
窪
コ
郵
9
9
μ
①
ヨ
註
σ
q
Φ
ヨ
。
貯
窪
O
Φ
。
。
o
戸
閉
畠
窪
犀
亀
θ
Φ
津
釜
。
。
p
ヨ
一
昌
①
⇒
〈
o
邑
甑
σ
q
叶
ノ
＜
Φ
a
o
昌
同
§
讐
h
を
①
汗
ゆ
昌
炉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例
。
9
邑
．
し
。
・
ω
長
い
）
。
斯
く
．
て
法
は
自
県
を
擁
護
せ
ん
が
爲
め
に
「
自
由
の
妨
害
の
抑
制
」
を
務
ご
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
可
強
制
的
。
養
≦
貯
σ
q
び
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
併
し
心
術
又
は
動

機
は
・
不
可
強
制
的
で
あ
る
。
強
制
さ
れ
得
る
は
唯
外
的
行
動
の
み
。
從
っ
て
若
し
法
が
狭
義
に

於
語
る
道
徳
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
内
的
心
術
に
閣
…
係
す
る
な
ら
ば
其
れ
は
不
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
乃
ち
其
れ
は
唯
行
動
の
適
法
性
の
外
は
要
求
せ
ざ
る
も
の
．
こ
し
て
」
即
ち
前

に
規
定
し
た
や
う
な
意
昧
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
斯
く
で
法
は
前
に
規
定
し
た
や
う
な
意

味
に
於
て
實
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
せ
ら
る
る
。

塒
」

但
し
法
の
翻
心
強
制
性
は
…
麗
な
、
る
個
入
醤
個
入
の
關
係
ヒ
於
て
は
充
分
の
効
験
を
有
す
る
こ

　
　
　
か
ン
む
永
遽
的
革
三
論
の
孚
顧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
哲
…
醗
研
究
　
第
六
拾
號
・
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臆
O

蹴
、
ご
は
出
來
ぬ
。
佃
人
の
意
志
を
超
越
し
た
團
膿
全
野
の
集
禽
意
志
Ω
舞
毒
ぎ
濠
が
あ
っ
て
、
個

　
人
の
自
由
の
活
動
を
ば
、
他
の
衆
多
物
入
の
其
れ
を
停
止
せ
ざ
る
標
な
る
一
定
限
界
内
に
於
て
、
制

　
裁
す
る
こ
ご
に
依
て
初
め
て
充
分
の
敷
験
を
有
し
得
る
。
，
而
し
て
此
の
如
き
團
禮
は
郎
，
ち
雑
家

　
で
あ
る
。
斯
く
て
嚴
密
な
る
意
味
に
於
け
る
法
は
君
家
の
内
に
於
て
母
家
に
依
て
初
め
て
可
能

　
で
あ
る
。
カ
ン
｝
に
よ
れ
ば
法
は
、
團
膿
内
に
於
て
個
人
格
封
冊
人
格
の
關
係
に
關
す
る
ビ
き
に

　
私
法
で
あ
り
、
個
人
格
が
團
膿
の
全
腔
に
饗
す
る
關
係
に
關
す
る
ビ
き
に
公
法
で
あ
る
。
而
し
て

　
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
私
法
的
關
係
は
自
然
状
態
即
ち
無
國
家
状
態
に
潤
て
も
成
立
ち
は
す
る
が
、
併

　
し
其
れ
は
軍
に
豫
備
的
℃
δ
く
ぎ
膏
畠
で
あ
っ
て
、
其
れ
が
完
全
需
冨
ヨ
導
。
疑
昏
ご
な
る
に
は
國
家
を

　
待
た
ね
ば
な
ら
訟
。
斯
く
て
國
家
は
實
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
せ
ら
る
、
。

　
　
斯
く
て
、
法
は
自
由
を
確
保
せ
ん
が
爲
め
に
存
し
、
而
し
て
國
家
は
此
法
の
効
力
を
確
實
な
ら
し

　
め
ん
が
爲
め
に
存
す
る
が
故
に
、
母
家
の
課
題
は
其
臣
民
の
自
由
ε
い
ふ
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
ぬ
。
ガ
ン
ト
は
耳
管
は
人
民
の
契
約
に
基
い
て
超
つ
た
ε
説
い
て
居
る
が
、
其
れ
は
國
家
が
此
本

　
領
に
如
何
に
適
合
す
る
か
、
此
職
分
を
如
何
に
充
た
す
か
を
計
量
す
る
黒
め
の
規
範
を
示
し
た
も
・

　
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
國
家
は
契
約
に
基
い
て
成
立
す
る
ε
し
た
の
は
決
し
て
カ
ン
ト
前
の
國

　
家
契
約
説
（
ホ
ッ
ブ
ス
、
ル
ソ
ー
等
に
依
て
代
表
さ
れ
る
）
ε
同
視
し
て
は
な
ら
ぬ
。
　
カ
ン
｝
前
の
離
家



　
契
約
説
は
國
家
の
経
験
的
歴
史
的
起
源
の
説
明
こ
し
て
現
は
れ
て
居
る
。
入
間
は
最
初
無
國
家

　
の
自
然
朕
態
に
あ
っ
た
が
其
れ
が
生
活
に
不
便
な
る
こ
ご
を
知
っ
て
互
に
契
約
を
結
び
國
家
を

　
組
織
し
て
集
合
意
志
に
服
減
す
る
に
至
っ
た
こ
い
ふ
に
あ
る
。
併
し
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
國
家
契

　
約
は
「
統
整
的
理
念
」
器
σ
q
三
早
く
。
H
号
。
で
あ
る
、
國
家
の
本
分
に
樹
す
る
規
範
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
意

　
は
、
國
家
に
於
け
る
正
義
の
標
準
は
、
戦
勢
は
、
若
し
其
れ
が
之
を
構
成
す
る
ご
こ
ろ
の
國
民
の
相
互

　
契
約
に
依
て
成
立
つ
た
ε
す
る
な
ら
ば
決
し
て
決
定
さ
れ
専
行
さ
れ
ぬ
で
あ
ら
う
ご
考
へ
ら
れ

　
る
こ
ご
は
決
し
て
決
定
し
専
行
し
て
は
な
ら
滋
、
ご
い
ふ
に
あ
る
ご
い
ふ
に
存
す
る
。
カ
ン
ト
は

　
自
然
苗
字
ご
宮
家
契
約
又
は
國
家
朕
態
ご
が
蒔
問
的
縫
起
の
關
係
に
立
つ
ご
言
ふ
の
で
は
な
く

　
し
て
、
國
家
契
約
は
「
理
念
を
し
て
常
は
自
然
歌
脳
中
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
而
し
て
其
れ
に
照
し
て

　
吾
々
は
高
家
が
其
臣
民
の
自
由
の
擁
護
こ
い
ふ
本
分
に
如
何
な
る
程
度
ま
で
適
合
し
て
居
る
か

　
を
知
る
こ
ご
が
出
來
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
理
性
が
主
家
を
要
請
す
る
は
唯
々
人
民
の
自
由
を

　
確
保
す
る
機
關
ビ
し
て
や
あ
る
。
從
っ
て
、
譜
図
の
本
分
は
其
人
民
の
旨
由
、
食
律
の
擁
護
の
外
に

　
は
な
い
。
此
本
義
に
背
く
國
家
の
行
動
は
如
何
な
る
こ
ご
、
錐
も
悪
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
カ

　
ン
ト
に
依
れ
ば
、
た
ε
へ
入
民
の
虚
夢
を
誘
致
す
る
や
う
な
事
ご
錐
も
人
民
の
負
律
的
意
志
に
背

旧
い
て
駕
す
は
此
國
家
の
本
領
鵡
背
反
す
る
も
の
こ
し
て
悪
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
カ
ン
築
の
永
遠
的
亭
和
論
の
孚
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
　
　
折
隣
墨
・
研
一
究
　
　
第
山
ハ
拾
締
脳
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

鰯．

@
此
國
家
の
理
念
叉
は
規
範
は
、
氣
随
が
、
蹟
雇
せ
す
し
て
法
則
が
勢
力
を
保
っ
て
居
る
三
家
で
さ
，

　
へ
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
・
る
政
膿
に
於
て
も
實
現
さ
れ
得
る
が
、
併
し
其
れ
が
最
確
實
に
實
現
さ
れ

　
得
る
は
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
が
分
立
し
、
而
し
て
立
法
権
が
國
家
の
最
高
権
力
で
あ
り
、
且
つ
其

　
れ
が
代
議
士
を
蓮
じ
て
人
民
の
手
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
　
カ
ン
ト
は
立
法
権
が
代
議
士
を
通
じ

　
て
人
民
の
手
に
あ
る
政
艦
を
ぱ
「
共
和
政
膿
」
δ
℃
号
鼻
9
鼠
騎
。
げ
。
＜
o
薮
。
・
ω
＝
p
④
ε
呼
ん
だ
。
此
の
如
き
意

　
味
に
於
け
る
共
和
二
業
に
湿
て
初
め
て
凡
て
の
人
民
が
立
法
に
墾
罰
す
る
こ
こ
ろ
の
成
員
（
8
寧

　
σ
q
o
器
9
σ
q
o
ぴ
。
＆
霧
○
浄
匹
）
、
目
的
自
費
（
N
ノ
＜
O
O
一
（
9
一
μ
匂
。
一
（
焔
μ
）
で
あ
り
、
其
法
律
が
自
由
の
眞
の
貴
書
で
あ
る
こ
ε

　
が
串
來
る
。
　
カ
ン
ト
の
所
謂
共
和
政
禮
は
此
の
如
き
憲
味
で
あ
る
か
ら
立
憲
君
主
政
ビ
毫
も
矛

　
盾
し
な
い
、
の
み
な
ら
す
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
立
法
罐
の
所
有
者
は
出
去
る
託
け
多
く
、
統
治
擢
の
所

　
有
者
は
M
出
家
る
丈
け
少
な
き
政
膿
，
帥
ち
代
議
的
叉
は
立
憲
的
君
主
政
膿
が
、
自
由
ご
強
制
ε
を
結

　
び
付
け
た
る
法
の
理
念
．
二
っ
て
叉
た
法
の
確
保
を
職
ご
す
る
こ
こ
ろ
の
國
家
の
理
念
に
最
適
合

　
し
π
も
の
で
あ
る
ご
考
へ
た
。
（
但
し
此
上
に
就
て
は
カ
ン
ト
の
思
想
自
身
に
幾
分
不
明
瞭
ご
矛

　
盾
ど
が
あ
る
が
、
今
其
考
査
に
は
立
入
ら
な
い
。
）

賢
く
て
上
家
に
慌
て
、
而
し
て
就
中
カ
ン
ト
の
所
謂
共
和
政
膿
に
依
て
最
よ
く
、
法
の
権
威
が
確
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保
さ
れ
、
人
格
の
自
律
、
品
位
が
擁
護
さ
れ
、
自
由
の
理
念
は
實
現
す
る
の
で
あ
る
が
，
併
し
國
家
相
互

の
關
係
は
自
然
状
態
に
於
て
は
個
人
相
互
の
其
れ
と
同
楼
戦
馬
朕
態
で
あ
る
。
此
の
如
き
戦
孚

状
態
に
於
て
は
、
暴
力
が
法
を
躁
晒
す
る
虞
が
あ
る
か
ら
、
此
自
然
状
態
が
其
儘
直
ち
に
法
源
態
で

あ
る
こ
ビ
は
出
來
ぬ
。
併
し
其
理
由
を
以
て
叉
た
凡
て
の
載
孚
が
気
儘
直
ち
に
非
法
的
で
あ
る

ε
言
ふ
こ
ご
も
鵠
來
濾
。
戦
璽
は
常
に
戦
璽
の
薦
め
に
の
み
行
は
る
、
も
の
に
非
す
し
て
李
和

の
静
め
、
秩
序
の
維
持
、
同
復
、
叉
は
増
進
の
爲
め
、
部
ち
法
的
規
律
．
の
爲
め
に
行
は
る
、
場
合
が
め
る
。

從
っ
て
開
戦
の
仕
方
、
戦
時
中
に
於
け
る
戦
璽
の
仕
方
、
戦
孚
絡
結
の
仕
方
等
に
就
て
正
邪
の
問
題

が
起
り
、
其
れ
が
國
際
法
の
問
題
を
講
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
心
界
「
本
圃
の
性
質
が
法
則
に
慷

っ
て
正
邪
を
決
す
る
能
は
ざ
る
結
果
超
る
・
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恰
か
も
自
然
状
態
に
於
け
る
諸
個

人
が
契
約
に
依
て
皇
家
を
組
織
し
戦
事
歌
態
よ
り
法
的
朕
態
に
逸
す
る
ご
類
似
の
仕
方
を
以
て
、

自
然
状
態
に
於
け
る
諸
國
家
が
契
約
に
依
て
聯
盟
を
組
織
し
て
戦
璽
を
絡
燈
せ
し
め
る
方
法
を
寄

考
究
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
、
必
然
的
に
國
際
法
の
最
後
砂
課
題
ご
な
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
、

　
「
永
遠
的
李
和
の
爲
に
」
に
よ
れ
ば
、
此
課
題
は
一
方
に
於
て
は
理
性
に
依
て
、
他
方
に
於
て
は
「
自
然
」

或
は
娠
理
に
依
て
吾
々
入
間
に
掲
示
さ
れ
る
ε
こ
ろ
㊨
必
然
的
課
題
で
あ
る
。
何
故
に
理
牲
に
「

依
て
掲
示
さ
る
、
か
と
い
へ
ば
、
入
間
の
一
般
的
本
分
た
る
自
由
の
理
念
は
霞
由
の
適
期
に
依
て

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
旗
蓮
的
李
利
論
の
傘
颪
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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．
、
三
三
第
三
號
・
　
　
　
、
　
　
　
　
・
－
　
，
⊥
ξ
四

秩
序
が
確
保
さ
れ
旋
る
状
態
に
於
て
初
め
て
可
能
で
あ
り
、
而
し
て
此
後
者
は
叉
亭
和
に
依
て
の

み
保
工
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
に
「
自
然
」
に
依
て
掲
示
さ
る
、
か
ざ
い
へ
ば
、
i
菰
に
ヵ

ソ
ト
の
滋
額
面
學
や
法
理
哲
學
や
に
存
せ
ざ
る
叉
だ
存
す
る
能
は
ざ
る
他
の
思
想
郎
ち
歴
史
哲

學
思
想
が
附
加
は
る
の
で
あ
る
が
一
「
自
然
」
は
言
は
や
其
善
巧
方
便
こ
し
て
人
間
の
奮
然
的
傾

向
性
を
巧
み
に
利
用
し
て
最
初
は
カ
に
法
を
広
き
な
が
ら
最
後
に
は
法
が
最
大
の
カ
こ
な
る
様
讐

歴
史
の
言
行
を
導
き
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
芝
Φ
爵
①
＜
が
N
戸
§
①
鼠
σ
q
①
一
同
感
奮
2
ω
・
H
N
ω
訣
）
Q

斯
く
て
「
永
遠
的
緩
和
の
爲
め
に
」
於
て
は
、
前
述
の
や
う
に
異
中
心
の
二
軸
海
結
付
く
の
で
あ
る
が
、

併
し
私
は
此
世
で
は
此
歴
史
哲
學
思
想
を
離
れ
て
細
密
に
制
苦
し
だ
圏
内
に
於
て
、
次
に
カ
ン
ト

の
永
蓮
的
李
和
論
其
者
の
内
容
を
考
査
し
や
う
。

幽

　
カ
ン
ト
の
永
遠
的
曽
和
の
考
案
ば
「
豫
備
條
項
」
及
び
「
確
定
條
項
」
の
二
面
の
條
項
よ
）
成
立
っ
て

居
る
。
如
何
な
る
制
約
の
下
仁
永
面
的
國
際
血
忌
は
成
立
つ
か
。
此
問
題
は
二
つ
に
別
れ
る
。

（一

j
そ
れ
な
く
し
て
は
永
遽
的
不
和
が
不
可
能
で
あ
る
制
約
は
何
か
。
（
二
）
永
遠
的
李
和
が
積
極
的

に
實
現
す
る
形
は
如
何
な
る
も
の
か
。
前
者
帥
ち
永
遠
的
李
和
の
消
極
的
制
約
を
示
す
も
の
が
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「
線
備
條
項
」
で
あ
り
、
後
者
墜
ち
其
の
積
極
的
制
約
を
示
す
も
の
が
「
確
定
條
項
」
で
あ
る
。

　
斯
く
て
蟹
隈
條
項
は
三
際
間
の
戦
孚
を
誘
致
し
李
和
を
出
門
す
る
が
如
き
原
因
を
斐
除
す
る

を
目
的
ε
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
下
の
六
項
よ
り
成
る
。

　
（
一
）
將
來
の
戦
前
に
対
す
る
材
料
を
秘
密
に
保
留
す
る
や
う
に
作
ら
れ
た
る
一
切
の
異
和
は
無

　
　
効
π
る
べ
し
σ

　
（
二
）
埋
立
の
隣
家
は
大
小
を
問
は
す
、
相
績
、
交
換
、
責
買
、
叉
は
贈
與
に
依
て
他
の
國
家
の
所
得
ご
さ

　
　
、
れ
る
こ
ご
あ
る
べ
か
ら
す
O

　
（
三
）
常
備
軍
は
時
を
追
ふ
て
全
磨
せ
ら
る
べ
し
。

　
（
四
）
國
家
の
勤
外
的
即
事
に
關
罪
し
て
如
何
参
る
群
馬
も
起
さ
る
べ
か
ら
す
。

　
へ
五
、
如
何
な
る
國
家
も
暴
力
を
以
て
他
の
國
家
の
憲
法
叉
は
政
府
に
干
渉
す
べ
か
ら
す
。
　
．

　
へ
六
）
戦
時
中
如
何
な
る
國
家
ビ
錐
も
將
來
の
耶
和
に
於
て
相
互
の
信
頼
を
不
可
能
な
ら
し
む
る

　
　
が
如
き
甥
敵
行
動
、
例
へ
ば
暗
殺
者
又
は
毒
殺
者
の
使
用
、
降
服
割
興
，
の
違
反
、
夕
蝉
に
於
け
る

　
・
謀
叛
の
激
唆
ε
い
ふ
が
如
き
亭
亭
を
取
る
べ
か
参
す
。

　
是
等
の
條
項
は
何
故
に
永
遠
的
季
和
の
湾
極
的
糊
約
ご
し
て
要
求
さ
る
、
か
。
國
際
問
の
載

孚
を
誘
致
し
雫
和
を
撹
擾
す
る
も
の
は
國
民
相
互
間
の
憎
悪
や
恐
怖
、
郎
ち
敵
意
寓
○
午
睡
岸
の
威

　
　
　
　
カ
ン
㍗
の
永
遽
的
鱒
和
論
の
雫
薩
　
辱
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
㎝
瀧
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惣
學
研
究
　
　
第
山
ハ
拾
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ

情
で
あ
る
か
ら
、
永
遠
的
李
和
を
將
卸
せ
ん
が
認
め
に
は
此
戚
情
を
必
然
的
に
刺
戟
叉
ぽ
醍
醸
す

る
ご
こ
ろ
の
凡
て
の
可
能
的
原
因
を
尋
姦
し
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
是
等
の
原
因
を
漏
れ
な

く
尋
冒
せ
ん
が
詠
め
に
は
國
家
間
に
成
立
す
る
凡
て
の
可
能
的
關
係
を
考
へ
て
其
各
自
に
就
て

考
査
せ
ね
ば
な
ら
漁
。
國
民
間
の
可
能
的
關
係
は
、
（
一
）
自
然
的
帥
ち
｝
時
的
（
永
遠
的
な
ら
ざ
る
）
準

和
の
献
態
に
あ
る
か
、
（
二
）
互
に
交
戦
す
る
か
、
若
く
は
（
三
）
購
和
す
る
か
、
此
・
三
者
の
何
れ
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
諏
Q
順
次
に
此
可
能
的
關
係
に
就
て
考
査
す
る
こ
ご
に
依
て
吾
々
は
上
掲
の
専
意
條
項

を
下
の
如
く
論
理
的
に
展
開
す
協
こ
ご
が
出
選
る
。

　
第
一
の
場
合
に
就
て
、
第
二
よ
り
第
五
に
到
る
四
豫
備
條
項
が
要
求
さ
れ
る
。
國
民
相
互
の
關

係
が
自
然
的
李
和
の
歌
態
に
あ
る
間
に
於
て
相
互
聞
に
必
然
的
に
敵
意
を
醒
愛
す
る
事
項
は
、
一

細
民
が
他
富
民
の
政
治
的
虚
血
を
殿
損
叉
は
侵
害
す
る
こ
ご
で
あ
る
。
但
し
富
民
の
政
治
的
濁

立
の
殿
損
に
は
二
模
あ
る
。
そ
れ
は
帥
ち
ズ
甲
と
國
民
が
他
國
民
の
樺
利
に
醤
す
る
事
實
的
侵
害
、

（
乙
）
一
が
他
に
醤
し
て
脅
威
を
戚
せ
し
む
る
や
う
な
状
態
に
在
る
こ
ご
で
あ
る
。

　
事
實
的
侵
害
に
又
た
二
つ
の
場
合
が
あ
る
Q
第
一
は
例
へ
ば
…
箪
に
君
主
の
専
断
の
意
志
や
其

親
族
葛
掛
に
基
く
傳
習
的
理
由
や
に
依
て
一
國
民
が
其
意
志
に
反
し
て
他
國
民
に
併
合
さ
れ
る

こ
ε
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
演
劇
繊
麗
國
民
の
政
治
的
灌
利
が
私
．
法
的
契
約
に
依
存
す
る
ご
考
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へ
ら
る
、
以
上
正
當
の
こ
ε
で
あ
る
が
、
併
し
國
家
は
決
し
て
物
件
で
は
な
い
、
私
有
財
産
で
は
な

い
、
自
ら
自
ら
を
治
め
自
ら
を
支
配
す
べ
き
も
の
．
即
ち
臓
然
た
る
道
徳
的
人
格
で
あ
る
以
上
、
私
法

的
翼
約
に
依
て
其
意
志
に
反
し
て
相
．
績
、
交
換
謹
昌
県
叉
は
購
與
に
依
て
他
の
國
家
に
併
合
さ
れ
る

こ
ご
（
こ
れ
は
か
ン
ト
の
頃
ま
で
欧
洲
に
頻
起
し
た
事
實
で
．
あ
る
）
は
出
來
ぬ
。
斯
く
て
第
二
号
備

」
黒
身
が
要
求
さ
れ
る
。
　
樹
ほ
軍
民
の
寒
葵
ε
同
…
標
号
義
務
も
亦
私
法
的
契
約
に
依
て
左
右
さ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
　
ご
國
家
の
軍
隊
を
ば
何
等
か
の
代
償
を
約
し
て
他
國
に
貸
し
、
自
國
の
敵

な
ら
ざ
る
敵
ε
戦
は
し
め
る
ε
い
ふ
こ
ご
は
此
理
を
無
親
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
事
量
的
侵
害
の
第
二
の
場
合
は
一
國
が
他
國
に
組
す
る
内
政
干
渉
で
あ
る
。
墨
家
は
各
自
其

自
身
の
主
で
あ
る
。
単
二
が
其
内
事
に
干
渉
し
得
べ
き
権
利
は
な
い
。
或
は
、
一
國
の
内
政
上
の

悪
弊
、
不
－
秩
序
が
他
國
の
臣
民
に
「
悪
例
」
を
示
す
ご
い
ふ
こ
ご
が
前
者
に
謝
す
る
後
者
の
内
政
干
渉

の
理
由
ご
考
へ
ら
る
、
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
所
謂
「
悪
例
」
な
る
も
の
は
其
身
却
て
當
文
相
家
に

有
害
の
結
果
を
持
家
す
事
に
依
て
史
興
に
饗
し
て
般
鑑
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
從
つ
．
て
此
の
如

き
理
由
は
其
の
實
唯
不
法
を
修
飾
す
る
爲
め
の
口
實
に
過
ぎ
な
い
。
の
み
な
ら
す
、
一
般
的
に
言

っ
て
一
の
自
由
人
格
が
他
の
良
歯
人
格
に
與
へ
る
所
謂
「
悪
例
」
な
る
も
の
が
唯
其
れ
丈
け
の
理
由

を
以
て
直
ち
に
後
．
者
に
饗
す
る
損
傷
ビ
見
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
以
上
、
假
り
に
一
歩
を
譲
っ
て

　
　
　
・
　
カ
ン
ト
の
・
氷
濠
醐
的
滋
5
勲
W
論
の
加
†
｝
鯉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



242

　
　
　
　
哲
墨
・
研
り
究
　
　
餓
工
ハ
給
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磁
八

事
る
「
悪
例
」
が
他
関
國
に
悪
影
響
を
與
ふ
る
こ
ε
が
あ
る
ε
し
て
も
、
そ
れ
は
其
他
國
の
椹
利
を
殿
損

す
る
ご
見
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
Q
併
し
或
は
又
、
一
の
國
家
が
内
働
の
結
果
二
つ
に
分
裂
し

て
其
各
自
が
一
の
里
家
ご
し
て
全
膿
に
醤
す
る
羅
利
を
要
求
し
つ
、
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
他
の

國
家
が
自
ら
正
當
ご
信
ず
る
一
方
を
援
助
す
る
こ
ご
は
他
の
一
方
の
憲
法
に
干
渉
す
る
こ
ε
、

は
な
ら
な
い
、
何
ん
ぜ
な
れ
ば
此
場
合
に
於
て
は
前
者
が
正
確
で
あ
る
以
上
後
者
は
無
政
府
朕
態

で
あ
る
ε
言
へ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
ふ
論
が
起
る
か
も
知
れ
澱
。
併
・
し
こ
れ
は
曲
論
で
あ
る
。

何
ん
ご
な
れ
ば
、
其
内
翫
が
如
何
に
か
し
て
絡
結
せ
ざ
る
間
は
此
國
民
は
軍
に
内
的
疾
患
に
惟
ま

さ
れ
つ
、
あ
る
こ
い
ふ
の
み
で
あ
っ
て
、
樹
ほ
柱
舞
た
る
一
睡
立
國
民
で
あ
る
。
而
か
も
一
刻
も

早
く
此
疾
患
を
脱
し
て
統
一
を
恢
復
せ
ん
こ
し
て
も
が
き
つ
、
あ
る
ご
こ
ろ
の
一
濁
立
國
民
で

あ
る
。
從
っ
て
其
分
裂
し
た
一
方
を
緩
嫁
す
る
は
明
か
に
其
事
家
の
自
律
の
侵
害
で
あ
る
。
斯

く
一
て
第
五
の
豫
備
條
項
が
必
要
ε
な
る
。
第
二
及
び
第
五
．
の
爾
項
は
共
に
他
の
諸
項
ご
同
襟
國

際
聞
の
敵
意
を
刺
戟
す
る
原
因
を
斐
除
す
る
に
あ
る
が
一
併
し
其
等
の
原
因
が
何
故
に
國
際
間
の

敵
意
を
刺
戟
す
る
か
ビ
い
へ
ば
其
れ
が
不
法
な
る
が
故
で
あ
る
。
而
し
て
其
れ
は
何
故
に
不
法

な
る
か
ご
云
へ
ば
道
徳
的
入
格
ε
し
て
の
國
家
の
自
律
ご
品
位
、
而
し
て
綜
覧
は
玄
馬
家
を
構
成

す
る
人
民
の
自
律
∵
ご
品
位
ε
を
殿
損
す
る
が
故
で
あ
る
o
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次
に
（
乙
）
の
場
合
に
移
っ
て
、
一
流
民
が
他
國
民
に
饗
し
て
脅
威
を
威
せ
し
め
る
状
態
は
圭
こ
し

て
甥
外
的
意
味
を
有
す
る
二
つ
の
國
家
的
施
設
に
存
す
る
。
其
一
は
即
．
ち
兵
備
、
他
は
如
上
で
あ

る
。
。
先
づ
兵
備
に
而
て
考
ふ
れ
ば
、
如
何
な
ゐ
國
家
も
自
己
及
び
自
己
の
政
治
的
心
立
を
擁
護
す

る
カ
を
有
せ
ね
ば
な
ら
訟
以
上
兵
役
に
堪
え
る
全
顧
慮
に
軍
隊
的
敷
育
及
び
訓
練
を
施
す
ζ
い

ふ
こ
ご
は
必
要
で
あ
る
。
併
し
常
備
軍
は
、
外
に
封
し
て
は
絶
え
ず
開
戦
の
爲
あ
に
武
装
す
る
ε

．
い
ふ
歌
を
示
し
て
脅
威
こ
な
り
、
且
つ
各
國
互
、
に
軍
備
損
張
に
淫
女
す
る
結
果
、
内
に
激
て
は
三
時

猶
ほ
莫
大
な
る
國
幣
を
濫
費
し
て
次
に
論
ず
べ
き
國
債
の
壇
大
を
誘
致
し
、
其
結
果
結
局
短
時
の

戦
旧
争
旧
に
依
て
樹
手
底
を
侵
害
す
る
が
着
て
李
和
よ
り
も
國
民
の
負
捻
を
鰹
減
す
る
所
以
な
り
ご

考
へ
ら
れ
て
戦
事
を
誘
致
す
る
こ
ご
、
な
る
。
の
み
な
ら
す
常
備
軍
の
設
置
は
細
魚
に
封
ず
る

絶
え
ざ
る
緊
張
駿
豆
ご
し
て
其
の
自
身
永
遠
的
永
和
の
正
反
樹
で
あ
る
。
現
状
の
國
際
關
係
に
、

曾
て
は
吾
々
は
一
の
循
環
論
の
上
に
立
っ
て
居
る
。
常
備
軍
が
存
置
さ
る
、
間
は
戦
記
は
必
然

で
あ
る
、
而
し
て
戦
孚
あ
る
問
は
常
備
軍
は
、
必
然
で
あ
る
。
此
循
環
論
の
爾
項
は
何
れ
も
正
當
で

あ
る
。
從
っ
て
吾
々
が
取
る
べ
き
途
は
唯
一
つ
、
即
ち
凡
て
の
並
家
が
常
備
軍
を
全
磨
す
る
か
、
然

ら
ざ
れ
ば
凡
て
の
上
家
が
之
を
有
す
る
か
の
外
に
は
な
い
。
是
に
於
て
第
三
の
豫
備
條
項
が
成

立
π
ね
ば
な
ら
諏
。

　
　
　
　
カ
ン
不
の
永
蓮
的
挙
和
論
の
牛
緬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



L）LltL

　
　
　
　
哲
雄
剛
耕
旗
九
　
　
第
｛
ハ
拾
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
’
、

　
　
　
　
　
　
み
　
ヤ

　
雪
雲
間
の
経
濟
上
の
信
用
紐
織
穴
零
雨
房
驚
け
¢
旨
は
産
業
登
展
の
爲
め
に
は
極
め
て
重
要
な
事
で

あ
っ
て
、
此
鮎
よ
り
し
て
現
代
に
於
け
る
最
有
盆
な
る
考
案
の
一
で
あ
る
こ
い
へ
る
。
例
へ
ば
道

路
改
善
、
新
殖
艮
地
経
螢
，
黒
作
準
備
ε
い
ふ
が
如
き
國
内
経
濟
の
罷
め
に
内
國
債
以
外
に
外
國
債

の
カ
に
依
る
こ
い
ふ
こ
ご
は
良
案
た
る
を
失
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
甥
外
野
箏
の
爲
め
の
外

債
は
黒
和
撹
観
の
重
要
原
因
で
あ
る
。
　
何
ん
，
ご
な
れ
ば
、
第
一
に
之
に
慌
て
戦
孚
の
爲
め
の
資
金

調
達
の
可
能
を
大
に
し
開
戦
を
容
易
な
ら
し
め
、
一
方
に
於
て
は
潜
主
又
は
一
部
野
心
家
の
好
戦

欲
（
こ
れ
は
脂
性
一
般
の
溺
黙
、
傾
向
性
と
し
て
免
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
）
を
刺
戟
す
る
ご
共

に
他
方
に
於
て
は
國
際
問
に
常
に
一
種
の
不
安
、
恐
怖
，
猜
疑
の
念
を
醒
醸
す
る
の
み
な
ら
す
、
戦
璽

の
爲
め
に
不
生
産
的
な
る
多
額
の
國
債
を
起
す
結
果
は
其
國
を
し
て
破
産
に
瀕
せ
し
め
る
。
而

し
て
一
舟
に
於
け
る
斯
る
早
態
は
他
國
に
甥
し
て
は
實
に
重
大
な
脅
威
で
あ
る
。
此
慮
に
も
叉

吾
々
は
、
戦
爾
は
國
債
を
要
し
て
一
國
を
破
産
に
導
き
、
其
破
産
は
又
た
即
事
を
呼
び
起
す
ε
い
ふ

一
の
循
環
に
逢
著
す
る
の
で
あ
る
。
此
循
環
を
脱
す
る
方
法
は
唯
一
つ
、
撃
ち
指
導
に
醤
外
國
雫

の
爲
め
の
國
債
を
禁
止
す
る
こ
ご
で
あ
る
。
師
ち
第
四
の
豫
早
年
項
が
成
立
た
ね
ば
な
ら
澱
。

　
以
上
國
民
間
の
關
係
が
軍
和
嘗
物
に
あ
る
場
合
に
就
て
消
極
的
制
約
を
考
査
し
た
の
で
あ
る

が
、
次
に
第
二
・
の
交
戦
朕
態
に
あ
る
場
合
に
嘗
て
考
査
す
れ
ば
、
戦
雫
に
際
し
て
は
李
時
に
於
て
は



許
さ
れ
㌔
ざ
る
手
段
を
以
て
一
敵
國
に
出
塁
得
一
る
避
け
単
な
る
損
害
を
與
へ
る
こ
ε
を
カ
め
得
る
は

無
論
で
あ
る
が
、
併
し
其
手
段
に
は
限
界
が
あ
る
。
堕
ち
卑
劣
、
破
廉
趾
（
。
汀
δ
⑳
）
の
手
段
、
例
へ
ば
暗

殺
者
、
毒
殺
者
、
聞
諜
の
使
用
、
敵
國
に
於
け
る
謀
叛
の
敷
唆
ご
い
ふ
が
如
き
行
動
は
絶
謝
的
に
禁
止

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
如
き
方
法
は
第
一
に
關
冊
子
貸
間
の
湛
徳
的
信
頼
を
破
壊
し
、
惜
悪
、
輕

侮
の
念
を
愚
度
に
昂
進
せ
し
め
て
、
李
和
同
復
の
後
に
於
て
も
爾
ほ
永
績
的
李
和
の
基
礎
を
危
ふ

す
る
。
第
二
に
斯
の
如
き
手
段
は
準
時
に
於
て
も
爾
ほ
行
は
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

、
且
之
を
用
ふ
れ
ば
、
其
習
慣
は
容
易
に
曳
縄
し
難
く
、
李
和
同
復
後
に
も
省
ほ
用
ゐ
ら
れ
て
、
其
目
的

は
達
せ
む
れ
ぬ
こ
ご
、
な
る
干
れ
が
あ
る
。
斯
く
て
簗
六
の
豫
備
條
項
が
要
求
さ
れ
る
。

　
最
後
に
第
三
の
嬉
和
の
場
合
に
就
，
て
考
ふ
れ
ば
、
李
和
條
約
は
交
戦
國
間
の
敵
意
を
一
掃
す
る

も
の
、
即
ち
町
中
に
將
來
の
戦
車
の
早
早
を
聾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
濾
。
此
の
如
き
條
約

に
依
て
成
立
す
る
年
和
は
眞
の
勢
和
で
な
く
し
て
輩
な
る
休
戦
に
過
ぎ
澱
。
從
っ
て
第
一
の
豫

備
條
項
が
成
立
穴
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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斯
く
て
永
遠
的
李
和
を
不
可
能
に
す
べ
き
諸
害
悪
の
掃
蕩
を
目
的
ご
す
る
諸
條
項
は
．
畢
げ
霊

さ
れ
た
ビ
し
て
、
次
に
逸
る
べ
き
問
題
は
永
遠
的
本
和
の
積
極
的
制
約
、
師
ち
其
れ
が
實
現
す
る
形

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
・
氷
い
遠
的
颯
邑
瀦
拭
澗
の
牛
脳
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
二
一
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一
二
墨
・
研
究
　
　
第
六
給
號
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
永
遠
的
野
和
を
ば
奮
発
可
能
な
ら
「
し
む
る
の
み
な
ら
す
、
又
た

確
保
す
る
ご
こ
ろ
の
形
式
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

積
極
的
制
約
ご
し
て
下
の
三
項
を
躯
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
一
）
凡
て
の
國
家
に
於
け
る
法
門
は
共
和
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
へ
二
）
國
際
法
は
自
由
國
家
の
聯
盟
（
屑
α
α
Φ
円
9
一
…
ω
b
P
仁
ω
　
時
O
凶
①
棟
　
Q
Q
叶
9
9
帥
0
昌
）
に
墓
礎
を
置
か
ざ
る
可
ら
す
。
’

　
（
三
）
世
界
公
民
法
は
普
遍
的
厚
遇
（
些
σ
q
。
ヨ
魯
δ
顕
。
ω
葺
巴
岡
舞
）
ご
い
ふ
制
約
に
制
限
せ
ら
る
べ
し
。

　
第
一
に
永
逡
的
勢
和
を
確
保
せ
ん
が
警
め
に
，
は
先
づ
民
族
が
憲
法
に
基
い
て
國
家
を
組
織
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
憲
法
の
民
族
は
慰
労
に
依
て
動
か
さ
れ
る
か
ら
其
れ
嘘
U
の
間
に
確
保
さ
れ
た

る
本
埜
朕
態
の
成
立
し
得
ざ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
併
し
憲
法
を
有
す
る
國
家
中
に
於
て
も

専
制
君
主
鋼
に
於
て
は
君
主
の
個
人
的
功
名
心
、
征
服
欲
、
経
論
黒
雲
が
戦
孚
を
誘
致
す
る
興
れ
が

あ
る
。
た
ビ
へ
專
制
平
野
制
に
あ
ら
ざ
る
・
も
、
立
法
椹
ご
統
治
権
と
が
分
立
せ
ざ
る
國
家
に
於
て

は
専
ら
統
治
灌
の
み
の
利
害
の
堅
め
に
戦
事
が
超
さ
れ
る
曇
れ
が
あ
る
。
從
っ
て
此
二
種
の
憲

法
の
國
家
に
側
て
は
不
正
の
戦
孚
を
拒
ぐ
保
誰
が
な
い
、
況
し
て
永
干
す
る
李
和
に
逸
す
る
確
保

は
不
可
能
で
あ
る
。
部
ち
永
逡
的
二
二
を
確
保
す
る
こ
こ
ろ
の
政
禮
は
唯
前
に
規
定
し
た
や
う

な
意
味
に
於
け
る
共
和
制
、
郎
ち
立
法
権
は
人
民
の
代
表
者
の
手
に
あ
り
、
而
し
て
統
治
樺
が
之
ご
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分
ゴ
し
た
る
ど
こ
ろ
の
代
…
議
政
禮
の
外
に
は
な
い
。

　
第
二
に
、
此
の
忌
日
き
國
一
家
が
同
盟
を
形
造
、
つ
て
そ
の
集
合
意
志
に
依
て
凡
て
の
國
際
箏
議
を
李

和
的
に
決
裁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
李
和
同
盟
（
開
円
一
①
飢
0
葺
ω
ぴ
二
昌
匹
）
で
あ
っ
て
從
來
行
・
は
れ
た
喉

の
李
和
條
約
（
国
費
α
。
蕊
く
①
駐
屯
σ
Q
）
で
は
な
い
O
後
者
は
唯
一
つ
の
熔
岩
を
真
結
す
る
に
止
ま
る
が
、
前

者
は
一
切
の
職
三
囲
を
不
可
能
ε
す
る
こ
と
を
目
的
ε
す
る
。
但
し
若
し
一
切
の
民
族
が
一
門
家
、

，
一
世
界
的
丑
ハ
欝
欝
を
M
形
造
り
得
る
な
ら
ば
そ
れ
は
此
目
的
を
達
す
る
に
は
最
確
實
な
途
で
あ
る

で
あ
ら
う
が
、
併
し
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
代
用
物
を
求
む
る
外
は
な
い
、

而
し
て
此
「
溝
極
的
代
用
物
」
器
撃
臨
く
・
O
Q
母
δ
σ
q
霧
　
は
國
際
聯
盟
或
は
常
設
國
際
會
議
定
馨
舞
①
箕
窪

ω
欝
暮
Φ
三
§
彪
お
。
。
ω
で
あ
る
。

　
第
三
條
項
に
於
け
る
「
厚
遇
」
こ
い
ふ
は
、
吾
々
が
如
何
な
る
客
土
に
往
く
ご
し
て
も
其
二
階
に
よ

っ
て
敵
ご
し
て
待
遇
さ
れ
ぬ
ぜ
い
ふ
こ
ε
或
は
訪
問
椹
蓼
」
Φ
ω
9
冨
戦
9
客
を
與
へ
ら
れ
る
ご
℃
ふ
こ

と
を
意
味
す
る
Q
何
人
ご
難
も
外
國
に
於
て
、
賓
客
ご
し
て
特
に
優
待
さ
れ
る
こ
ご
を
要
求
す
る

権
利
は
無
い
○
叉
自
己
が
属
せ
ざ
る
國
土
に
於
て
其
土
地
の
所
有
又
は
使
用
を
要
求
す
る
椹
利

も
な
い
。
唯
其
土
地
に
於
け
る
交
通
の
椹
、
或
は
何
れ
の
國
民
こ
も
友
情
を
以
て
交
際
し
得
る
ご

い
ふ
可
能
性
が
與
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
、
カ
ン
｝
の
三
三
的
亭
和
論
の
孚
衝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
三
・
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哲
學
研
究
　
　
第
点
ハ
拾
號

四

二
四

　
吻
ン
ト
の
永
遠
的
李
和
の
積
極
並
に
清
極
的
制
約
、
及
び
共
の
基
礎
づ
け
は
前
述
の
萢
り
で
あ

る
。
其
諸
墨
譜
の
内
容
の
精
細
の
黙
に
就
て
見
れ
ば
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
を
有
す
る
も
の

も
あ
b
、
理
由
が
比
較
的
薄
弱
又
は
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
ら
う
。
今
は
其
等
の
黙
に
は
立
入
ら
な

　
い
、
唯
國
際
聯
盟
に
依
て
の
永
遠
的
綿
塵
の
四
馬
こ
い
ふ
思
想
に
就
て
の
カ
ン
ト
の
眞
意
に
略
す

る
疑
義
を
簡
輩
に
考
査
す
る
こ
ご
、
す
る
。

　
カ
ン
ト
の
警
報
的
李
和
の
思
想
に
薄
し
て
は
種
々
の
異
な
っ
た
解
繹
及
び
批
評
が
下
さ
れ
て

“
居
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
耳
癖
各
自
二
つ
の
反
樹
の
型
に
分
れ
、
而
し
て
そ
れ
が
結
賜
い
て

四
つ
の
見
方
が
成
立
っ
て
居
る
ご
見
る
こ
と
が
出
來
る
ε
思
ふ
。
第
一
は
此
永
遠
県
営
和
の
肝
歌

態
が
歴
皮
の
或
時
期
に
撃
て
事
實
的
に
完
成
さ
れ
る
ご
す
る
解
繹
で
あ
っ
て
馬
而
し
て
斯
く
解
せ

ら
れ
た
る
カ
ン
ト
の
李
和
論
を
ば
算
者
の
一
場
の
塞
想
・
（
瓢
紆
騨
騎
甑
。
・
o
ぎ
日
腕
ぎ
日
2
鉱
、
勺
こ
｝
毎
も
養
℃
器
畠
。

空
蜀
馨
器
け
2
謡
い
卿
ρ
“
卿
Ω
）
ε
し
て
排
斥
す
る
も
の
（
甲
）
ど
、
之
に
賛
同
し
若
く
ば
カ
ン
ト
を
言
言
し
て

之
を
同
様
の
霞
己
の
卒
卓
論
の
応
援
こ
せ
ん
こ
す
る
も
の
（
膿
漏
が
あ
る
。
　
第
二
は
カ
ン
ト
の
永

遽
的
雫
和
の
理
想
は
完
全
に
は
決
し
て
實
現
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
こ
解
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
而
し
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て
斯
く
解
せ
ら
れ
た
る
カ
ン
ト
の
季
和
論
の
意
義
を
無
視
若
く
ば
輕
視
す
る
も
の
へ
丙
）
ご
、
そ
れ
に

も
拘
ら
す
重
要
な
意
義
を
認
む
る
も
の
（
丁
）
8
が
あ
る
。

　
第
…
の
解
輝
は
主
こ
し
て
通
俗
の
問
に
行
は
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
カ
ン
ト
の
永
遠
的
準

和
論
を
ば
今
試
み
た
や
う
に
「
野
里
理
性
批
判
偏
及
び
「
法
理
學
の
形
而
上
學
的
基
礎
」
等
ε
關
評
せ
し

め
て
見
る
な
ら
ば
此
の
如
き
解
繹
は
全
然
馳
根
糠
を
失
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
○

　
カ
ン
ト
の
永
遠
的
李
和
は
「
理
念
」
で
あ
る
、
當
然
其
儘
の
形
を
以
て
は
完
全
に
實
現
せ
ざ
る
も
の

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
所
謂
「
永
遠
し
は
バ
ウ
フ
が
解
し
た
や
う
に
（
｝
W
雲
。
訓
ぎ
諺
僧
量
。
一
軒
弩
F
Q
。
・
ω
ひ
い
）
超

時
間
的
N
。
配
＄
の
義
ご
解
す
る
が
最
も
カ
ン
ト
の
眞
意
に
適
ふ
で
あ
ら
う
Q
　
カ
ン
ト
の
永
遠
的

雪
男
の
状
態
は
一
定
の
時
間
に
實
現
さ
る
べ
き
歌
態
で
は
な
い
、
永
遠
の
野
島
、
超
時
閥
に
要
帯
す

る
理
性
の
課
題
で
あ
る
。
彼
れ
は
現
に
明
か
に
之
を
ば
「
不
可
成
就
的
理
盒
§
磐
・
・
2
三
）
碧
】
審
。

（
≦
o
節
ρ
〈
劉
竃
①
ぼ
・
〉
づ
雪
お
ω
σ
q
三
同
廷
0
9
胃
①
o
窪
。
・
霞
罵
ρ
も
∩
・
H
。
。
○
）
で
め
る
ε
言
て
居
る
○
カ
ン
．
ト
は
軍
に

当
芸
又
は
理
想
の
カ
、
理
念
の
不
可
侵
性
を
確
信
す
る
乙
に
撃
て
何
人
の
後
に
も
落
ち
ざ
る
㌦
の
み

な
ら
す
叉
た
此
確
信
に
哲
學
的
基
礎
を
與
へ
た
こ
い
ふ
瓢
に
穿
て
雪
上
に
特
異
の
位
麗
を
窄
む

る
の
で
あ
る
が
、
併
し
又
た
こ
れ
が
爲
め
に
決
し
て
現
實
に
労
し
て
眼
を
閉
ぢ
は
し
な
か
っ
た
Q

否
な
此
理
想
、
理
念
を
實
現
す
べ
ぎ
人
性
の
溺
黙
を
か
れ
程
張
く
意
識
し
た
も
の
は
稀
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
｝
の
・
氷
…
遮
的
畢
瀦
鉱
潮
の
小
†
M
馴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



o．se

　
　
　
　
掘
欝
羅
Ψ
研
鞭
究
　
　
第
轟
ハ
輪
瓢
肺
岬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
4
．
ハ

彼
は
「
手
羽
理
性
批
判
」
に
於
て
「
吾
々
の
内
な
る
滋
徳
法
」
の
莚
・
葛
。
げ
審
a
。
ω
斌
簿
を
説
く
ご
共
に
人
性

に
於
け
る
「
根
本
悪
」
を
説
い
た
「
人
格
」
の
榊
聖
（
不
可
侵
）
を
説
く
ビ
共
に
「
人
間
」
の
不
戦
聖
を
説
い
た
。

冠
8
N
二
9
戸
窪
昆
σ
q
①
B
①
博
霊
回
O
震
。
窪
畠
9
山
興
メ
〈
簿
σ
宥
鴨
島
。
冨
コ
》
冨
凶
。
客
に
於
て
は
（
≦
毎
ぎ
≦
・
ω
・
H
9

「
入
間
は
動
物
」
な
る
こ
ご
を
再
三
反
覆
し
、
而
し
て
其
れ
が
自
然
に
依
て
入
類
に
課
せ
ら
れ
た
る
課

題
の
完
全
な
る
準
行
を
不
可
能
な
ら
し
む
る
ビ
説
き
、
完
全
な
る
立
憲
政
治
の
實
現
が
最
園
妙
な

る
こ
ご
を
述
べ
、
「
此
課
題
の
解
決
は
實
に
不
可
能
で
あ
る
、
入
間
が
造
ら
れ
て
居
な
や
う
な
斯
く
曲
－

り
く
ね
っ
た
木
材
よ
り
し
て
全
く
眞
直
な
も
の
は
到
底
早
出
す
こ
ε
は
出
凶
事
。
（
諺
蕊
ω
o

ζ
§
七
山
窪
鍍
o
F
9
ザ
蚕
。
毒
霧
α
韓
竃
①
蕊
α
回
鴨
B
軽
質
凶
3
冨
箋
一
臨
9
お
⑳
融
μ
N
Ω
鍵
巴
。
ω
σ
q
o
N
剛
言
蕗
Φ
躊
乏
o
a
窪
）

自
然
が
吾
々
に
課
す
る
こ
ご
は
唯
此
理
念
へ
の
接
近
の
み
し
（
芝
㊦
ユ
肉
⑦
＜
ど
ω
二
〇
）
ε
曇
一
口
っ
て
居
る
。

輩
な
る
立
憲
政
治
の
實
現
に
即
し
て
省
斯
く
言
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
す
れ
ば
、
更
に
之
れ
よ
）
複

雑
な
る
、
而
し
て
一
國
家
に
於
け
る
が
如
く
圭
長
を
戴
く
こ
ε
の
法
理
訟
野
際
聯
盟
に
依
て
の
町

議
曲
李
和
の
實
現
に
就
て
は
一
暦
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
盟
。
而
し
て
現
に
カ
ン
ト
は
「
法
理
學

の
形
而
上
學
的
基
礎
」
の
結
末
に
於
て
明
確
に
、
永
性
的
李
和
が
事
實
ご
な
2
て
［
現
は
る
、
も
の
な

る
や
否
や
は
問
題
で
は
な
い
、
要
は
唯
、
其
れ
は
恐
ら
く
事
實
ビ
な
っ
て
現
は
れ
濾
で
あ
ら
う
が
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
現
は
る
、
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
行
動
せ
ね
ば
な
ら
漁
、
而
し
て
其
れ
、
及
び
其
れ
を
特
來
す
る
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に
最
適
合
し
た
や
う
な
憲
法
を
造
り
出
さ
ん
（
即
ち
恐
く
は
一
切
の
立
家
を
各
別
且
つ
総
膿
に
共

和
政
こ
せ
ん
）
が
包
め
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
澱
、
ご
い
ふ
に
あ
る
の
み
（
〉
嵐
。
｛
。
。
窪
筥
暮
ヨ
魯
搬
蝕
Φ
舅
鑓
α
q
o
”
○
ぴ

餌
2
6
閤
剛
σ
q
o
司
臨
〇
二
〇
色
挿
U
一
一
茜
。
日
興
¢
に
象
⇔
0
9
。
。
o
ポ
臼
己
、
o
ぴ
≦
搾
鑓
栃
三
9
旨
ゴ
一
鍔
霧
2
0
ヨ
昌
①
○
蒜
賦
ω
無
μ
φ
嵩
¢
欝
Φ
出
⑰

σ
暮
三
α
q
o
3
づ
、
9
過
書
騰
身
ω
o
訴
8
お
鍵
”
H
ρ
窪
ヨ
①
蕊
ω
9
己
①
導
≦
｛
「
ヨ
｛
ぢ
。
。
8
・
。
o
ゲ
節
盈
9
同
M
匙
隠
二
号
。
。
U
ぎ
σ
q
も
・
旦
甫
霧

く
§
感
。
ぼ
巳
。
暮
導
b
鍵
鴨
切
⑰
σ
q
纂
a
巷
α
q
紆
ω
の
。
毎
。
⇔
巷
口
器
2
，
窪
茜
Φ
丙
O
塁
臨
ε
嵩
g
v
臼
。
§
ω
9
N
三
無
。
峠
雲
σ
q
一
凶
9
ω
審

ω
9
0
ぽ
び
（
＜
賦
蛋
。
ぼ
α
2
奇
景
ぴ
回
津
鼠
。
・
自
得
塾
g
，
し
。
§
鐙
μ
。
。
9
旨
艮
§
鳥
ω
・
冠
Φ
一
．
。
。
）
窪
p
鼠
算
2
帰
旨
＝
日
ま
p
竃
ひ
。
憎

N
銭
年
玉
Φ
β
毎
凱
紆
ヨ
ゴ
。
崖
g
窪
囚
臨
①
㈹
活
量
g
・
：
①
隻
影
髭
。
爵
ヨ
碧
げ
Φ
戸
i
名
。
時
Φ
嵩
H
v
因
①
o
ぼ
。
・
同
。
鐸
o
O
o
●
H
。
。
㎏
）

ご
説
い
て
み
る
Q

　
斯
く
て
永
遠
的
李
和
が
「
不
可
完
成
的
理
念
」
（
解
語
は
實
は
重
複
で
あ
る
、
カ
ン
ト
の
意
味
に
於
け

る
理
念
は
當
然
不
可
完
成
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
）
で
あ
る
こ
ご
は
疑
．
ふ
べ
き
厭
地
も
な
い
。
併

し
、
永
遠
的
年
和
の
理
念
、
或
は
「
戦
々
あ
る
べ
か
ら
す
」
国
・
。
・
。
o
同
＝
〈
o
浮
囚
膏
σ
q
。
。
臥
剛
ρ
の
禁
令
く
0
8
は
、
完
全

な
る
實
現
は
不
可
能
な
り
と
す
る
も
實
践
理
性
の
要
講
こ
し
て
絶
饗
的
前
壷
性
を
有
す
る
。
理

想
が
完
全
に
實
現
せ
ら
る
、
や
否
や
ご
い
ふ
問
題
ご
、
其
れ
が
絶
封
的
に
妥
嘉
す
る
や
こ
い
ふ
こ

ご
は
全
然
別
問
題
で
あ
る
。
斯
く
て
カ
γ
㍗
に
よ
れ
ば
、
た
こ
へ
重
事
の
絡
焙
ご
い
ふ
こ
ご
の
完

　
　
　
　
，

全
な
る
實
現
は
結
句
軍
な
る
蔽
震
な
る
願
望
」
ぎ
蒙
お
二
く
霧
雲
た
る
に
止
ま
る
ご
す
る
も
、
之
が

　
　
　
　
カ
ン
塾
の
永
遼
的
挙
和
論
の
傘
面
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
學
研
究
第
六
蛤
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

爲
め
に
間
断
な
く
努
力
せ
よ
ご
い
ふ
格
率
を
採
用
す
る
は
決
し
て
迷
妄
で
は
な
い
、
何
ビ
な
れ
ば

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

「
其
れ
は
義
務
な
る
が
故
】
（
乏
g
，
ぼ
ご
．
】
ポ
】
汐
0
9
琶
。
一
ゴ
，
。
㏄
」
。
。
い
）
で
あ
る
。

・
斯
て
カ
ン
ト
は
、
現
實
に
眼
を
塞
い
で
人
性
の
弱
黙
を
無
観
し
、
理
想
を
其
手
直
ち
に
現
實
に
將

溢
せ
ん
こ
す
る
ユ
ト
ピ
ス
ト
で
は
な
い
。
し
か
解
し
て
彼
を
廟
歯
す
る
も
の
（
政
治
家
や
實
際
家

に
多
い
）
も
、
彼
を
呼
加
纐
す
る
も
の
へ
所
謂
人
道
的
風
付
愛
家
に
は
多
い
）
も
丑
ハ
に
誤
っ
て
居
る
。
前
者
に

饗
し
て
は
カ
ン
ト
自
身
已
に
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
の
思
想
や
提
案
を
塞
想
と
し
て
嘲
笑
す

る
汐
時
の
政
治
家
、
君
主
等
に
逸
し
て
ご
し
て
前
述
の
趣
意
を
以
て
啓
へ
て
居
る
（
！
＜
。
節
。
＜
ど
¢
。
げ
窪

号
嵩
Ω
Φ
ヨ
9
錺
鷲
唇
げ
即
。
・
＜
窪
窪
9
お
畠
2
目
μ
。
o
膏
禁
ξ
牢
9
乙
ω
§
＜
窪
（
輿
誘
9
什
）
o
併
し
叉
た
此
理
念
の
不
可

成
就
な
る
こ
ご
を
認
め
た
ε
い
ふ
理
由
を
以
て
蛋
白
的
李
和
に
封
ず
る
カ
ン
ト
の
情
熟
ご
眞
摯

を
疑
ふ
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
其
れ
は
大
な
る
誤
解
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
プ
フ
ラ
イ
デ
レ
ル
は
カ
ン
ト

を
斯
く
解
し
て
、
カ
ン
ト
の
永
遠
的
李
和
及
び
國
際
聯
盟
に
封
ず
る
下
訳
ビ
眞
摯
ご
は
［
永
遽
的
李

和
の
歪
め
に
」
に
於
て
は
一
七
入
四
年
の
溢
号
。
、
．
に
比
し
て
薄
弱
ε
な
っ
て
居
る
ε
主
張
し
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
ご
い
ふ
が
（
丙
弩
鐸
二
隻
2
H
曹
ω
・
ω
O
H
・
）
、
併
し
其
れ
は
「
永
遠
的
点
出
の
爲
め
に
」
の
後
に
出
で
た
「
法
理

學
」
よ
わ
引
謹
し
た
前
の
章
句
に
徴
し
て
首
肯
し
難
い
。
其
他
大
戦
中
に
巡
査
人
の
手
に
成
っ
た

カ
ン
ト
の
戦
璽
初
雷
和
擬
に
慨
す
る
小
冊
子
中
に
も
、
カ
ン
ト
の
著
書
中
に
於
て
彼
れ
が
載
孚
に



重
要
な
蓮
徳
的
意
義
を
與
へ
て
居
る
堂
宇
（
例
へ
ば
其
歴
史
哲
學
に
醐
す
る
著
書
の
奇
々
に
散
見

す
る
も
の
、
又
は
内
暮
芽
」
2
d
「
叶
亀
ω
貯
9
津
の
一
箇
庭
乏
。
捧
。
＜
｝
o
り
・
H
o
殴
等
の
如
し
）
を
引
用
し
て
李

和
に
謝
す
る
彼
れ
の
誠
實
ご
眞
摯
ビ
を
稀
薄
に
せ
ん
ご
す
る
傾
向
あ
る
も
の
も
あ
、
る
が
、
こ
れ
も

前
に
述
べ
た
こ
こ
ろ
に
依
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
澱
ご
思
ふ
。
カ
ン
ト
が
憂
事
に
重
要
な
滋
徳

的
意
義
を
止
め
た
思
想
は
又
た
別
の
光
明
を
以
て
、
立
ち
私
が
此
塵
で
は
避
け
た
第
二
の
圏
内
に

於
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
而
し
て
斯
く
す
れ
ば
李
和
魂
ご
は
毫
も
矛
盾
し
な
い
。

25：，

　
’
最
後
に
カ
ン
ト
の
李
藩
論
が
普
通
の
仁
和
論
ご
異
な
る
最
重
要
な
黙
ご
し
て
暴
ぐ
べ
き
は
、
其

れ
が
博
愛
叉
は
功
利
に
基
け
ら
れ
す
し
て
、
飽
く
ま
で
人
格
の
理
念
の
瀬
瀬
の
爲
め
に
理
性
に
依

て
要
講
せ
ら
る
＼
ご
し
た
職
で
あ
る
ε
い
ふ
事
は
其
点
心
論
が
如
何
に
し
て
法
理
論
の
一
部
、
而

か
も
其
終
結
こ
し
て
成
立
つ
た
か
に
心
す
る
前
述
の
叙
説
に
依
て
充
分
明
か
で
あ
る
ご
思
ふ
。

而
し
て
此
面
に
就
て
も
亦
カ
ン
ト
自
身
幾
度
か
反
覆
し
て
明
言
し
、
殊
に
彼
れ
の
問
題
が
博
愛
の

問
題
に
帯
す
し
て
法
の
問
題
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
を
断
っ
て
居
る
。
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カ
ン
ト
全
集
の
頁
付
け
に
客
ρ
路
／
「
o
象
僻
缶
〇
一
編
瞬
の
に
よ
る
Q

　
　
　
　
功
ン
ト
の
永
遠
的
亭
瀦
諭
の
牛
面
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